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こ
れ
ら
を
受
け
て
、
昭
和
55
年
７
月
に

「
一
般
飲
酒
者
に
対
し
て
は
、
健
康
で
豊

か
な
生
活
を
送
る
た
め
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲

料
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
適
切
な
飲
み

方
、
量
、
機
会
等
の
適
正
な
飲
酒
を
普
及

す
る
必
要
が
あ
る
〔
注
13
〕」
と
す
る
社

団
法
人
と
し
て
協
会
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。「
適
正
飲
酒
」
の
普
及
・
啓
発
の
推

進
体
制
に
お
け
る
協
会
の
位
置
付
け
は
、

「
我
が
国
の
精
神
衛
生
」
で
は
図
表
１
の

通
り
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
６
年
に
は
厚
生
省
と
大
蔵
省
の
共

同
所
管
と
な
り
、
平
成
24
年
に
内
閣
府
の

所
管
法
人
に
移
行
し
て
い
ま
す
。
平
成
11

年
に
厚
生
省
等
の
国
費
支
出
が
終
了
し
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
協
会
に
関
す
る
制
度
的
環

境
は
大
き
く
変
り
、
事
業
規
模
も
縮
小
し

ま
し
た
が
、
一
貫
し
て
適
正
な
飲
酒
習
慣

に
関
す
る
思
想
の
普
及
・
啓
発
等
に
努
め

て
き
ま
し
た
。
特
筆
す
べ
き
は
協
会
の
設

立
当
初
か
ら
酒
類
業
界
が
協
会
運
営
に
参

画
し
て
い
る
こ
と
で
す〔
注
14
〕。こ
れ
は
、

昭
和
60
年
に
予
防
対
策
と
し
て
の
適
正
飲

酒
の
普
及
啓
発
が
提
言
さ
れ
る
以
前
か

ら
、
酒
類
業
界
は
医
療
関
係
者
と
連
携
し

て
、
普
及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
に
関

す
る
情
報
発
信
は
酒
類
の
過
度
の
消
費

（
図
表
３
の
適
正
な
飲
酒
に
反
す
る
消
費
。

以
下
同
）を
抑
制
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
働
き
、

結
果
と
し
て
、
酒
類
の
販
売
数
量
を
間
接

的
（
個
人
の
意
思
）
か
つ
ソ
フ
ト
に
抑
制

す
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
● 

２　
現
在
の
協
会
事
業

�

の
概
要 

●
●

　

現
在
の
協
会
の
事
業
は
、
大
別
し
て
①

普
及
・
啓
発
事
業
、
②
学
術
事
業
、
③
広

告
審
査
事
業
の
３
事
業
と
な
り
ま
す
〔
注

15
〕。
広
告
審
査
は
情
報
発
信
で
あ
る
①
、

②
と
趣
が
異
な
り
、
酒
類
業
界
が
策
定
し

た
広
告
・
宣
伝
自
主
基
準
の
遵
守
状
況
の

審
査
に
客
観
性
を
付
与
す
る
た
め
に
委
託

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
質
は
酒
類

業
界
の
広
告
の
自
主
規
制
策
で
あ
る
た

め
、
後
編
の
「
４
⑴　

酒
類
の
広
告
宣
伝

の
自
主
規
制
」
で
紹
介
し
ま
す
。

●
● 

３　

適
正
飲
酒
に
関
す
る

�

普
及
・
啓
発
事
業 

●
●

●
● 

１　

ア
ル
コ
ー
ル
健
康

　
　

医
学
協
会
の
設
立
と
現
状

�

（
総
合
年
表
Ａ
部
分
） 

●
●

　

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
（
以
下
、

協
会
）
の
設
立
に
至
る
背
景
は
、「
我
が

国
の
精
神
衛
生
」（
昭
和
56
年
版
）
等
〔
注

５
〕〔
注
６
〕
に
お
い
て
概
ね
以
下
の
通

り
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
我
が
国
に
お
け
る
酒
害
（
筆
者
注
：

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
の
当
時
の
呼
称
、

以
下
同
）
対
策
は
、
昭
和
38
年
に
、
国
立

療
養
所
久
里
浜
病
院
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存

専
門
病
棟
が
設
置
さ
れ
た
時
に
始
ま
る
。

昭
和
52
年
に
、
厚
生
省
は
『
ア
ル
コ
ー
ル

研
究
班
』
を
編
成
、
研
究
班
内
に
『
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
診
断
会
議
』
を
設
置
し
、
診

断
基
準
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
た
。
従

来
、ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
対
す
る
断
酒
、

禁
酒
の
面
を
強
調
し
て
酒
害
に
関
す
る
知

識
の
普
及
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、

昭
和
53
年
度
に
始
ま
る
『
国
民
健
康
づ
く

り
計
画
』
の
一
環
と
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル

依
存
症
対
策
に
つ
い
て
も
予
防
面
を
強
化

す
る
た
め
に
、『
適
正
飲
酒
』〔
注
7
〕
の

普
及
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
54
年

3
月
、
診
断
会
議
か
ら
、
診
断
基
準
と
酒

害
予
防
対
策
等
に
つ
い
て
の
報
告
が
出
さ

れ
た
〔
注
8
〕。
同
報
告
を
受
け
て
、
昭

和
54
年
に
厚
生
省
か
ら
、
精
神
衛
生
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
酒
害
相
談
の
実
施
が
通
知

さ
れ
〔
注
9
〕、
全
国
的
に
酒
害
相
談
事

務
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
飲
酒
及
び
酒

害
予
防
思
想
の
普
及
が
開
始
さ
れ
た
。

　

昭
和
54
年
12
月
に
は
、
厚
生
省
内
に
ア

ル
コ
ー
ル
飲
料
と
健
康
に
関
す
る
検
討
委

員
会
〔
注
10
〕
が
設
置
さ
れ
、
同
委
員
会

の
検
討
の
結
果
、
適
正
飲
酒
を
含
む
包
括

的
問
題
を
扱
う
主
体
と
し
て
民
間
団
体
が

適
当
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
が
出
さ
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
〔
注
11
〕 

。

　

さ
ら
に
、
昭
和
55
年
５
月
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ

西
太
平
洋
事
務
局
が
『
ア
ル
コ
ー
ル
関
連

問
題
の
予
防
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
す
る

対
策
会
議
』
を
東
京
で
開
催
し
、『
予
防

及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て

適
正
飲
酒
に
関
す
る
意
思
決
定
の
面
よ
り

の
健
康
教
育
の
重
要
性
の
強
調
』
が
勧
告

さ
れ
、
広
報
普
及
活
動
等
を
全
国
規
模
で

総
合
的
に
行
う
国
内
組
織
（
例
、
財
団
法

人
、
国
立
機
関
等
）
設
立
の
必
要
性
が
確

認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」〔
注
12
〕。

日本のアルコール関連問題〔注１〕の総合的な対策の提言は昭和60年10月の公衆衛生審議会の意見書
〔注２〕」が嚆矢とされています〔注３〕。それに先立つ昭和55年７月、酒害（アルコールに起因する健
康障害〔注４〕）の予防対策として「適正な飲酒習慣」の普及啓発を行う目的でアルコール健康医学協会
は設立され、設立当初から、医療と酒類業界が協会を介して連携してきました。令和２年７月に協会設
立40周年を迎えて、個人的見解も含めてその歩みを振り返ります。なお、過去の文献を引用した場合
には、アルコール関連問題に関する用語として、現在では使用しない当時の呼称がありますが、原典を
そのまま引用している箇所がございますことをご了承下さい。（次回号で後編を掲載予定）。� 編集部

3

アルコール関連問題対策の進展と
協会40年の歩み（前編）

―公衆衛生と酒類産業のHUB（結節点）として―

アルコール健康医学協会 常務理事
市田 浩恩

図表 1　アルコール健康障害対策における協会の役割（設立目的）※１

厚
生
省

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
と
健
康
に
関
す
る
検
討
委
員
会

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
と
健
康
等
に
関
す
る
調
査
研
究

適
正
飲
酒
の
思
想
及
び

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
関
す
る
知
識
の
普
及

ア
ル
コ
ー
ル
専
門
医
等
に
対
す
る
研
修

国立療養所久里浜病院（アルコール症センター）※２

（社）アルコール健康医学協会

※１「我が国の精神衛生」（昭和 56 年）99 頁、図６を筆者が修正（酒害→アルコール健康障害、看護婦→看護師等）をして引用
※２　医師、保健師、看護師に対するアルコール中毒専門研修機関
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⑴�
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
に
お
け
る
適
正

飲
酒
の
普
及
・
啓
発
の
位
置
付
け

　

上
記
の
通
り
、
適
正
飲
酒
に
関
す
る
普

及
啓
発
は
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
の

役
割
と
さ
れ
ま
し
た
が
、「
我
が
国
の
精

神
衛
生
」
で
は
〔
注
16
〕、
さ
ら
に
下
記

図
表
２
の
よ
う
に
、
地
域
に
お
け
る
第
一

線
の
行
政
機
関
と
し
て
公
衆
衛
生
活
動
を

行
っ
て
い
る
保
健
所
が
精
神
衛
生
セ
ン

タ
ー（
現
在
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

の
指
導
、
援
助
の
下
に
普
及
啓
発
を
実
施

す
る
総
合
的
な
取
組
体
系
が
提
示
さ
れ
て

い
ま
し
た
〔
注
17
〕。
図
表
２
で
破
線
の

枠
囲
い
で
示
し
た
部
分
と
な
り
ま
す
。

　

協
会
の
設
立
当
初
は
主
に
適
正
飲
酒
に

関
す
る
情
報
を
普
及
・
啓
発
し
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
6
年
の
共
管
化
以
降
は
未
成

年
者
飲
酒
防
止
の
情
報
発
信
が
加
わ
り
ま

し
た
。（
平
成
12
年
度
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情

報
発
信
を
開
始
〔
注
18
〕）

⑵�

「
適
正
飲
酒
」
の
普
及
・
啓
発
事
業
の

現
状

　
①�

機
関
紙
、
講
演
会
等
に
よ
る
情
報
発

信
〔
注
19
〕

　

 　

現
在
、
協
会
の
「
適
正
な
飲
酒
習
慣

の
普
及
・
啓
発
」
の
定
期
的
か
つ
継
続
し

た
情
報
発
信
の
主
た
る
提
供
手
段
は
情

報
誌
「N

EW
S &

 REPO
RT

S

」
と
機

関
紙
「
お
酒
と
健
康
〔
注
20
〕」
で
す
。

提
供
先
を
最
新
号
のN

EW
S &

 

REPO
RT

S

令
和
２
年
11
月
号
で
見
る

と
、
都
道
府
県
（
保
健
所
、
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
主
体
）
等
の
公
衆
衛
生
行

政
関
連
約5,500

部
、
酒
類
産
業
行
政
関

連
約800

部
で
し
た
。
こ
の
提
供
先
は

図
表
２
の
保
健
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
を
主
た
る
提
供
先
と
す
る
ル
ー
ト

を
40
年
間
、
愚
直
に
維
持
し
て
き
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
協
会
の
他
の

手
段
に
よ
る
提
供
情
報
も
含
め
た
大
部

分
が
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
に
関
す
る
情

報
で
あ
る
こ
と
も
堅
持
し
て
い
ま
す
。

　

 　

例
え
ば
「N

EW
S &

 REPO
RT

S
」

の
記
載
情
報
量
（
ペ
ー
ジ
数
で
換
算
）

を
直
近
５
年
で
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
約

89
％
が
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
関
連
情

報（
他
が
飲
酒
文
化
関
連
情
報
）と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
協
会
で
複
数
作

成
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
教
育
機

関
、
地
方
自
治
体
、
医
療
系
学
会
等
に

提
供
し
て
い
ま
す
。

　

 　

こ
う
し
た
情
報
提
供
の
検
討
を
行
う

の
が
協
会
内
に
設
置
し
た
企
画
委
員
会

で
す
。

　

 　

企
画
委
員
会
11
名
の
メ
ン
バ
ー
構
成

は
専
門
的
知
見
の
あ
る
医
療
関
係
者
が

３
名
、
教
育
現
場
で
未
成
年
者
飲
酒
防

止
教
育
を
実
践
し
た
教
育
者
２
名
、
食

品
流
通
関
係
者
１
名
、
ア
ル
コ
ー
ル
関

連
問
題
を
担
当
し
て
い
る
酒
類
業
関
係

者
５
名
が
業
界
を
代
表
し
て
参
加
し
て

頂
い
て
お
り
、
有
用
な
知
見
を
提
供
し

て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

 　

平
成
23
年
度
か
ら
は
、
ア
ル
コ
ー
ル

関
連
問
題
啓
発
週
間
（
11
月
10
日
～
16

日
）
に
合
わ
せ
て
、「
飲
酒
と
健
康
に

関
す
る
講
演
会
」
も
開
催
し
て
い
ま
す

〔
注
21
〕。
本
年
度
は
11
月
に
千
代
田
区

の
星
稜
会
館
ホ
ー
ル
で
第
10
回
を
開
催

し
ま
し
た
。

　
②�

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
関
す
る
最
新
医

学
情
報
の
収
集
・
提
供
〔
注
22
〕

　

 　

平
成
11
年
度
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料

に
関
す
る
最
新
医
学
情
報
の
収
集
・
提

供
を
協
会
事
業
と
し
て
実
施
し
て
き
ま

し
た
が
、
協
会
予
算
の
都
合
に
よ
り
、

平
成
17
年
度
に
ビ
ー
ル
酒
造
組
合
か
ら

の
委
託
事
業
に
切
り
替
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

 　

令
和
元
年
度
か
ら
、
疫
学
・
予
防
、

基
礎
研
究
（
病
理
・
生
理
・
薬
理
）、

臨
床
・
治
療
（
内
科
系
）
に
加
え
て
臨

床
・
治
療
（
精
神
科
系
）
に
つ
い
て
も

収
集
す
る
こ
と
と
な
り
、
収
集
し
た
医

学
情
報
の
要
旨
は
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

●
● 

４　
「
適
正
飲
酒
」と

　
　
「
節
度
あ
る
適
度
な
飲
酒
」の

�

事
業
内
容
の
整
合
性 

●
●

　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
の「
ア
ル
コ
ー
ル
世
界
戦
略〔
注

23
〕」
勧
告
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対

策
基
本
法（
平
成
25
年
法
律
第
１
０
９
号
）

施
行
な
ど
、
近
年
、
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問

題
対
策
が
急
速
に
進
展
し
て
い
ま
す
が
、

協
会
は
設
立
目
的
で
あ
る
適
正
飲
酒
の
普

及
啓
発
の
基
本
線
は
堅
持
し
つ
つ
他
の
課

題
に
も
柔
軟
に
対
応
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
協
会
事
業
を
象
徴
す
る
標
語

が
「
適
正
飲
酒
」
で
す
。
上
記
１
で
詳
述

し
た
通
り
、「
適
正
飲
酒
」
は
協
会
設
立

時
点
で
、
既
に
厚
生
省
が
ネ
ー
ミ
ン
グ
し

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
で

は
「
節
度
あ
る
適
度
な
飲
酒
〔
注
24
〕」

に
表
現
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
主
た
る
情

報
発
信
先
が
厚
生
労
働
省
所
管
の
保
健
所

で
あ
る
協
会
と
し
て
は
、
現
在
の
協
会
標

語
や
協
会
の
事
業
内
容
と
の
整
合
性
に
配

慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、「
節

度
あ
る
適
度
な
飲
酒
」
は
飲
酒
が
「
前
提
」

で
あ
り
、
未
成
年
者
の
飲
酒
や
妊
産
婦
の

飲
酒
等
は
法
的
、
医
学
的
、
社
会
的
に
不

適
正
（
不
適
切
）
な
飲
酒
行
動
に
な
ろ
う

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
法
的
、
社
会
的
に
不

適
正
（
不
適
切
）
な
飲
酒
行
動
の
防
止
に

向
け
た
情
報
発
信
も
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る

協
会
と
し
て
は
、
図
表
３
の
よ
う
に
、「
節

度
が
あ
る
適
度
な
酒
量
で
、
法
的
、
医
学

的
、
社
会
的
に
も
正
し
い
飲
酒
行
動
」
を

総
括
し
て
要
約
し
た
「
適
正
飲
酒
」
の
方

が
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
全
般
を
対
象
と

す
る
現
在
の
協
会
事
業
と
の
整
合
性
が
あ

り
、
現
時
点
で
変
更
す
る
ま
で
の
事
情
変

更
は
無
い
と
考
え
て
い
ま
す
。今
後
も「
適

正
飲
酒
」
は
協
会
を
介
し
て
公
衆
衛
生
と

酒
類
産
業
が
連
携
し
つ
つ
、
ア
ル
コ
ー
ル

健
康
障
害
対
策
基
本
法
や
厚
生
労
働
省
の

政
策
用
語
と
の
整
合
性
も
確
保
し
つ
つ
、

社
会
情
勢
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い

く
こ
と
が
可
能
な
標
語
で
あ
り
続
け
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
〔
注
25
〕。

●
● 

５　

お
わ
り
に 
●
●

　

こ
こ
で
、
協
会
設
立
の
功
労
者
で
あ
る

河
野
裕
明
氏
の
「
飲
酒
と
健
康
」
創
刊
号

図表 2　アルコール健康障害対策における「適正飲酒」普及の位置付け※１

飲 
酒 
者

適
正
飲
酒
の
普
及

大
量
飲
酒
者

相
談
指
導

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者

治
　
　療

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒

回
復
者

再
発
防
止

保健所（精神衛生業務の一環）

精神衛生センター（酒害相談事業）※２

精神病院等（アルコール中毒専門病棟）

断酒会等民間団体（断酒例会等）

※１「我が国の精神衛生」( 昭和 56 年 )112 頁、図 10 を筆者が一部、修正 ( 酒害→アルコール健康障害 ) して引用
※２　精神衛生センターは、現在の精神保健福祉センターの前身、「酒害相談事業」は当時の公式名称を使用※１　アルコール関連問題に関するホームページ、各種出版物を参考として筆者が作成

※２　アルコール健康障害対策基本法（平成 25 年法律第 109 号）第 7 条の規定を参考
※３　アルコール健康障害対策基本法（平成 25 年法律第 109 号）第 2 条の規定を参考
※４　2022 年４月の民法改正までは、「未成年者の飲酒の禁止」又は「未成年者」を使用
※５　2022 年４月の民法改正までは、「成年の者」を使用
※６　道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 2 条第 17 項に規定する「車両等」

図表 3　「適正飲酒」と「節度ある適度な飲酒」概念の相互関連図（イメージ）

アルコール関連問題対策の個別対象分野 対策の対象者

適
正
飲
酒（
協
会
標
語
）

飲酒量
が対象 ア

ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
※
２

ア
ル
コ
ー
ル

健
康
障
害

※
3

節度ある適度な飲酒(医学的）（厚生労働省の使用用語） ２０歳以上の者（※５）
飲
酒
行
為
自
体
が
対
象

妊産婦の飲酒の防止(医学的） 女性（妊産婦）

２０歳未満の者の飲酒の禁止（法的、医学的）（※４） ２０歳未満の者（※４）

飲酒運転の禁止(法的) 車両等（※６）の運転者

一気飲み等の問題飲酒行動の抑止（医学的、社会的） ２０歳以上の者（※５）
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（
１
９
８
１
）
の
寄
稿
文
を
紹
介
し
ま
す

〔
注
26
〕。
日
本
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
治

療
法
を
創
始
し
た
第
一
人
者
で
も
あ
る
同

氏
が
協
会
創
業
の
精
神
を
端
的
に
述
べ
た

箇
所
を
原
文
の
ま
ま
引
用
し
ま
す
。

　
「
欧
米
の
歴
史
を
調
べ
ま
す
と
、
不
幸

な
事
に
医
療
側
と
ア
ル
コ
ー
ル
生
産
側
と

は
常
に
敵
対
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
右
述
の
如
く
、ア
ル
コ
ー
ル
生
産
側
が
、

ア
ル
コ
ー
ル
の
関
与
を
共
同
体
に
お
け
る

有
益
、
正
常
な
要
因
と
し
て
の
み
眺
め
、

明
白
な
そ
の
災
禍
を
例
外
、
少
数
と
み
な

し
て
切
り
捨
て
、
ま
た
一
方
、
医
療
側
が
、

そ
の
罪
害
を
強
調
す
る
余
り
、
そ
の
存
在

そ
の
も
の
ま
で
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
短

絡
し
た
考
え
に
走
っ
た
た
め
の
、
少
な
く

と
も
双
方
に
生
産
的
で
は
な
か
っ
た
戦
い

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
相
互
の
偏
見
に

基
づ
く
戦
い
程
、
愚
か
に
も
消
耗
す
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
我
国
で
は

両
者
が
こ
の
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会

を
パ
イ
プ
に
し
て
建
設
的
な
協
力
を
行

い
、
国
民
の
健
康
の
増
進
に
貢
献
で
き
れ

ば
、
ひ
と
り
我
国
の
幸
い
の
み
で
な
く
、

世
界
の
ア
ル
コ
ー
ル
の
歴
史
に
新
し
い
一

頁
を
印
す
こ
と
に
な
る
と
信
じ
ま
す
。」

　

協
会
40
年
の
歩
み
は
、
厚
生
省
の
国
策

（
図
表
１
、
図
表
２
参
照
）
や
Ｗ
Ｈ
Ｏ
勧

告
を
踏
ま
え
て
誕
生
し
、
協
会
を
Ｈ
Ｕ
Ｂ

と
し
て
医
療
関
係
者
と
酒
類
事
業
者
（
行

政
的
な
視
点
で
も
公
衆
衛
生
政
策
と
酒
類

産
業
政
策
の
Ｈ
Ｕ
Ｂ
）
が
ア
ル
コ
ー
ル
関

連
問
題
で
連
携
し
た
40
年
で
あ
り
、
厚
生

省
が
監
督
官
庁
で
は
な
く
な
っ
て
も
、
設

立
当
初
に
厚
生
省
が
認
可
し
た
目
的
で
あ

る
「
適
正
飲
酒
の
普
及
啓
発
」
の
基
本
路

線
を
堅
持
し
続
け
た
「
愚
直
」
の
40
年
で

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
総
合
年
表
か
ら
一
目
瞭
然
で
す

が
、
協
会
設
立
以
降
、
酒
類
業
界
の
ア
ル

コ
ー
ル
関
連
問
題
へ
の
取
組
が
一
気
に
開

始
さ
れ
て
お
り
、
酒
類
業
界
の
取
組
40
年

と
密
接
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
40
年
で

も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
（
特
に

健
康
障
害
）
に
関
す
る
情
報
の
発
信
は
酒

類
の
過
度
の
消
費
（
販
売
）
を
抑
制
す
る

ベ
ク
ト
ル
が
働
く
と
考
え
ら
れ
、
本
来
な

ら
行
政
が
担
当
す
べ
き
公
益
性
が
あ
る
と

こ
ろ
〔
注
27
〕〔
注
28
〕、
酒
類
業
界
が
協

会
に
参
画
す
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
、
業

界
自
ら
酒
類
の
過
度
の
消
費
を
抑
制
す
る

情
報
を
発
信
す
る
「
間
接
的
で
ソ
フ
ト
な

自
主
規
制
」の
40
年
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
監
督
官
庁
が
変
わ
り
、
国
費

が
打
切
り
に
な
る
制
度
的
な
激
変
と
事
業

規
模
の
縮
小
を
乗
り
越
え
て
、
40
年
間
、

公
衆
衛
生
と
酒
類
産
業
の
バ
ラ
ン
ス
に
配

慮
し
つ
つ
、
設
立
当
初
の
組
織
目
的
「
適

正
飲
酒
」
の
基
本
路
線
を
堅
持
し
続
け
た

協
会
の
組
織
運
営
の
歴
史
か
ら
醸
成
さ
れ

た
協
会
組
織
の
属
性
、
伝
統
と
し
て
特
筆

す
べ
き
点
は
、
組
織
運
営
方
針
の
「
安
定

性
、継
続
性
」〔
注
29
〕
と
「
中
立
性
」〔
注

30
〕
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

後
編
で
は
、
こ
う
し
た
協
会
組
織
の
特

徴
的
な
属
性
、
伝
統
を
評
価
し
て
頂
い
た

結
果
と
考
え
て
い
る
酒
類
業
界
と
の
連

携
、
協
会
40
年
の
歩
み
と
密
接
に
関
連
し

た
酒
類
業
界
に
対
す
る
社
会
的
要
請
〔
注

31
〕
へ
の
取
組
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

近
年
、
急
速
に
進
展
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
関

連
問
題
対
策
の
動
向
に
対
応
し
た
協
会
の

設
立
目
的
で
あ
る
「
適
正
飲
酒
の
普
及
啓

発
」
の
今
後
を
展
望
し
ま
す
。

■
い
ち
だ
・
ひ
ろ
お
き

東
北
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
１
９
８
３
年
に
国
税
庁
に
入

庁
、
以
降
、
国
税
庁
課
税
総
括
課
長
、
札
幌
国
税
局
長
、

税
務
大
学
校
副
校
長
等
を
経
て
、
２
０
２
０
年
に
ア
ル
コ

ー
ル
健
康
医
学
協
会
常
務
理
事
に
就
任
。
酒
税
行
政
関
連

で
は
、
平
成
６
年
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
の
厚

生
省
と
大
蔵
省
の
共
同
所
管
化
、
中
央
酒
類
審
議
会
新
産

業
行
政
部
会
「
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
と
し
て
の
酒
類
の
販
売

等
の
在
り
方
」
中
間
報
告
、
平
成
７
年
に
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
の
制
定
、
平
成
30
年
に
は
北
海
道
ワ
イ
ン
Ｇ
Ｉ

（
地
理
的
表
示
制
度
）
の
成
立
を
担
当
し
た
。

税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
日
本
醸
造
協
会
誌
、
財
務
省
広
報
誌

フ
ァ
イ
ン
ス
等
に
論
文
等
を
寄
稿

〔
注
１
〕

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
起
因
す
る
諸
問
題
は
、

協
会
が
設
立
さ
れ
た
昭
和
50
年
代
以
降（
総

〔
注
29
〕

行
政
補
完
的
な
公
益
性
の
高
い
事
業
活
動

を
行
う
非
営
利
組
織
で
は
、
組
織
運
営
の

安
定
性
、
継
続
性
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る

こ
と
を
拙
稿
で
指
摘
し
て
い
る
。
市
田
浩

恩
ほ
か
「
日
本
の
税
務
行
政
に
お
け
る
官

民
協
力
の
考
察
―
関
係
民
間
団
体
を
中
心

と
し
て
ー
」『
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
32
号

164-170

頁
（
税
務
大
学
校
、2021
）

〔
注
30
〕

令
和
２
年
６
月
時
点
で
、
協
会
の
業
務
執

行
の
決
定
権
を
持
つ
理
事
会
の
実
員
２
０

名
中
、
１
１
名
が
医
療
・
学
識
経
験
者
、

9
名
が
酒
類
業
界
と
均
衡
し
て
い
る
た
め
、

組
織
構
造
的
に
業
務
の
執
行
は
中
立
的

〔
注
31
〕

リ
サ
イ
ク
ル
問
題
も
含
め
た
酒
税
行
政
に

お
け
る
広
範
な
提
言
と
し
て
は
、
酒
類
販

売
業
等
に
関
す
る
懇
談
会
取
り
ま
と
め

「
酒
類
販
売
業
等
に
対
す
る
社
会
的
要
請

へ
の
さ
ら
な
る
対
応
の
あ
り
方
」（
国
税

庁
、2004

）

合
年
表
参
照
）、
厚
生
省
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
社
会

的
問
題
ま
で
含
め
た
広
範
な
「
ア
ル
コ
ー

ル
関
連
問
題
」を
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
平
成
25
年
に
制
定
さ
れ
た
ア
ル

コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
で
も
、
第

２
条
で
定
義
さ
れ
た
「
ア
ル
コ
ー
ル
健
康

障
害
」
を
包
含
し
た
広
範
な
概
念
と
し
て
、

第
7
条
「
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
」
を
規

定
し
て
お
り
、
特
集
で
は
協
会
事
業
の
象

徴
で
あ
る
「
適
正
飲
酒
」
概
念
（
図
表
３

参
照
）
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
「
ア
ル
コ
ー
ル

関
連
問
題
」
の
用
語
を
主
と
し
て
使
用

〔
注
２
〕

公
衆
衛
生
審
議
会
「
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問

題
対
策
に
関
す
る
意
見
書
」（
厚
生
省
、

１
９
８
５
）

〔
注
３
〕

田
中
和
彦
「
我
が
国
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー

ル
関
連
問
題
対
策
の
変
遷
と
課
題
」
瀬
木

学
園
紀
要 

第
１
号 

１
０
７
頁
、
清
水
新

二
「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
社
会
学
」『
脳

と
心
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
８
』
92
頁
（
シ

ナ
ジ
ー
、
２
０
１
１
）
ほ
か

〔
注
４
〕

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
起
因
す
る
健
康
障
害

は
、
当
初
「
酒
害
」
の
用
語
が
使
用
さ
れ

た
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本

法
（
平
成
25
年
法
律
第
１
０
９
号
）
第
２

条
で
、「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
そ
の
他
の

多
量
の
飲
酒
、
未
成
年
者
の
飲
酒
、
妊
婦

の
飲
酒
等
の
不
適
切
な
飲
酒
の
影
響
に
よ

る
心
身
の
健
康
障
害
」
を
「
ア
ル
コ
ー
ル

健
康
障
害
」
と
定
義

〔
注
５
〕

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
監
修

「
我
が
国
の
精
神
衛
生
（
昭
和
56
年
版
）」

99
～
１
０
０
頁
（
厚
生
省
、
１
９
８
１
）

〔
注
６
〕

 

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
監
修

「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
17
～

20
頁
、『
ア
ル
コ
ー
ル
行
政
の
現
状
と
展
開
』

（
社
会
保
険
出
版
社
、1983

）

〔
注
７
〕

こ
の
時
期
か
ら
「
適
正
飲
酒
」
が
厚
生
省

の
文
書
で
使
用
さ
れ
始
め
る
が
、「
21
世

紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健

康
日
本
21
）
に
つ
い
て
」(

厚
生
労
働
省
、

２
０
０
０)

の
公
表
以
降
、「
節
度
あ
る
適

度
な
飲
酒
」
と
の
表
現
に
変
更

〔
注
８
〕

「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
88

～
95
頁
・
前
掲
注
⑹
か
ら
の
引
用

〔
注
９
〕

「
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
酒
害
相

談
事
業
実
施
要
領
（
昭
和
54
年
・
衛
発
第

463

号
）（
厚
生
省
、1979

）

〔
注
10
〕

同
委
員
会
委
員
長
の
斎
藤
茂
太
氏
は
当

時
、
日
本
精
神
病
院
協
会
会
長
で
あ
り
、

翌
年
に
設
立
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医

学
協
会
の
初
代
理
事
長
に
就
任

〔
注
11
〕

河
野
裕
明
「
協
会
が
で
き
る
ま
で
」『
飲

酒
と
健
康
』創
刊
号
5
～
6
頁（
ア
ル
コ
ー

ル
健
康
医
学
協
会
、1981

）

〔
注
12
〕

篠
崎
英
雄
「W

HO

の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒

対
策
・
第
1
回
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
対
策
会

議
か
ら
」『
病
院 

第
39
巻
9
号
』815

～

817

頁
（
医
学
書
院
、1980

）

〔
注
13
〕

社
団
法
人
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
設

立
趣
意
書
（
社
団
法
人
ア
ル
コ
ー
ル
健
康

医
学
協
会
設
立
趣
意
書
、1980

）

〔
注
14
〕

設
立
当
初
に
参
画
し
た
酒
類
業
界
団
体
は

日
本
酒
、
洋
酒
、
ビ
ー
ル
、
蒸
留
酒
、
全

卸
、
ビ
ー
ル
卸
、
小
売
の
各
酒
販
組
合
中

央
会
の
７
団
体

〔
注
15
〕

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
定
款
第
３

条
、
第
4
条
に
規
定

〔
注
16
〕

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
監
修

「
我
が
国
の
精
神
衛
生
」・
前
掲
注

(5)111

～116

頁

〔
注
17
〕

「
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
酒
害
相

談
事
業
実
施
要
領
」
参
照
・
前
掲
注
（
9
）

〔
注
18
〕

「
社
団
法
人
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会

３
０
年
の
あ
ゆ
み
」
48
頁
（
ア
ル
コ
ー
ル

健
康
医
学
協
会
、2011

）

〔
注
19
〕

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http

://w
w

w
.arukenkyo

.
or.jp/book/all/book_n.htm

l

）

〔
注
20
〕

創
刊
当
初
は
、「
飲
酒
と
健
康
」
で
あ
り
、

平
成
6
年
度
に
「
お
酒
と
健
康
」
に
タ
イ

ト
ル
を
変
更

〔
注
21
〕

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w

.arukenkyo.or.jp/
inform

ation/kirokusyu.htm
l

）

〔
注
22
〕

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
医
学
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http

://w
w

w
.arukenkyo

.

or.jp/book/all/book_a.htm
l

）

〔
注
23
〕

「
ア
ル
コ
ー
ル
の
有
害
な
使
用
を
低
減
す
る

た
め
の
世
界
戦
略
」（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、2010

）

〔
注
24
〕

「
健
康
日
本
２
１
」
前
掲
注
（
7
）、
ｅ-

ヘ
ル
ス
ネ
ッ
ト「
飲
酒
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（https://w
w

w
.e-healthnet.m

hlw
.

go.jp/inform
ation/alcohol/a-03-

003.htm
l

）
ほ
か

〔
注
25
〕

酒
類
業
界
（
業
界
団
体
、
個
別
企
業
）
に

お
い
て
も
、「
節
度
あ
る
適
度
な
飲
酒
」

だ
け
で
な
く
、未
成
年
者
の
飲
酒
の
防
止
、

飲
酒
運
転
の
撲
滅
に
関
す
る
普
及
啓
発
に

総
合
的
に
取
り
組
み
、
従
前
か
ら
「
適
正

飲
酒
」
の
標
語
を
使
用

〔
注
26
〕

河
野
裕
明
「
協
会
が
で
き
る
ま
で
」・
前

掲
注(11)

か
ら
の
引
用

〔
注
27
〕

昭
和
60
年
の
公
衆
衛
生
審
議
会
の
意
見
書

に
、（「
酒
害
等
の
適
切
な
普
及
・
啓
発
を

行
う
必
要
が
あ
る
。･･

（
略
）･･

政
府

が
広
報
活
動
を
と
お
し
て
、
あ
ま
ね
く
国

民
に
啓
も
う
を
行
う
必
要
」
と
の
記
述
が

あ
る
。・
前
掲
注
（
2
）

〔
注
28
〕

公
衆
衛
生
審
議
会
は
、
平
成
5
年
に
も
、

「
行
政
が
適
正
飲
酒
に
つ
い
て
、
広
報
活

動
を
通
し
て
、普
及・啓
発
を
行
う
こ
と
。」

と
提
言
し
て
い
る
。
公
衆
衛
生
審
議
会
精

神
保
健
部
会
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
専
門

委
員
会
報
告
「
今
後
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー

ル
関
連
問
題
予
防
対
策
に
つ
い
て
」（
厚

生
省
、1993

）
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